
期末配当に関する事項

 当社は、グループ理念「AsahiGroupPhilosophy」の実践に向けた『中長期経営方針』に

おいて、持続的な成長とすべてのステークホルダーとの共創による企業価値向上に取り組み、

創出されるフリー・キャッシュ・フローを債務削減へ優先的に充当することで、将来の成長投資へ

の余力を高めていく一方で、株主還元では、配当性向※35％程度を目途とした安定的な増配を

実施する方針としております。

 本方針を実現するため、当期の期末配当は、連結財務状況等を勘案し、2022年2月に開示

した配当予想を上方修正し、次のとおり１株当たり58円といたしたいと存じます。

 なお、中間配当金として１株当たり55円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は

前期に比べ１株当たり4円増配の113円となり、配当性向は34.6％となります。

※配当性向は、親会社の所有者に帰属する当期利益から事業ポートフォリオ再構築及び減損損失など一時的な特殊要因を

控除して算出しております。

1 配当財産の種類

金銭

2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株当たり金58円 総額29,395,356,536円

3 剰余金の配当が効力を生じる日

２０２３年３月２9日

 剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

■ ［ご参考］ 1株当たり年間配当金 ・連結配当性向の推移

53.9

36.0

第99期
（予定）

第95期

30.1 32.2
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0
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60

90

120

0

20

40

60

80

第96期 第97期

109

第98期

配当金（円） 配当性向（％）

99 100

34.6

113

剰余金処分の件│ 第1号 議 案 │

─ 議 案 及 び 参 考 事 項─

株主総会参考書類

12



本定時株主総会終結の時をもって、 取締役全員が任期満了となりますので、 取締役８名を選任する

ことをお願いいたしたいと存じます。

当社は、 取締役会を、 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な、 取締役会全体

としての知識 ・ 経験 ・ 能力のバランス、 多様性を確保するため、 当社のグループ理念 「Asahi 

Group Philosophy」 やアサヒグループ行動規範、 経営戦略から導いた役員に求める要件を明確化

した 「取締役会スキルマトリックス」 に照らし、 当社が必要とする豊富な経験、 高い見識、 高度な 

専門性 ・ 能力を有する当社取締役に相応しい人物により構成することとしております。 また、 社外

取締役は、 企業経営者、 有識者など、 取締役の1/3以上を当社で定める独立役員の要件を満たす人物

とすることとしております。

取締役候補者の選任につきましては、 独立役員を委員の過半数とし、 かつ独立役員である社外 

取締役を委員長とする任意の 「指名委員会」 での審議を経ております。

取締役候補者は、 次のとおりであります。

候補者
番 号

氏　名 地　位 在任年数

１ 再 任 小
こ う

路
じ

　 明
あ き

善
よ し

取締役会長 兼 取締役会議長 １６年

２ 再 任 勝
か つ

木
き

　 敦
あ つ

志
し

代表取締役社長 兼 CEO ６年

３ 再 任 谷
た に

村
む ら

　 圭
け い

造
ぞ う

取締役 兼 執行役員 CHRO ４年

４ 再 任 﨑
さ き

田
た

　　　 薫
かおる

取締役 兼 執行役員 CFO １年

５

再 任

社 外

独 立

クリスティーナ・
ア メ ー ジ ャ ン

社外取締役 （独立役員） ４年

６

再 任

社 外

独 立

佐
さ

々
さ

江
え

　 　賢
け ん

一
い ち

郎
ろ う

社外取締役 （独立役員） １年

７

再 任

社 外

独 立

大
お お

橋
は し

　 徹
て つ

二
じ

社外取締役 （独立役員） １年

８

新 任

社 外

独 立

松
ま つ

永
な が

　 真
ま

理
り

ー ー

（注） １ .地位及び年齢は本定時株主総会時のものであり、在任年数は本定時株主総会終結時のものであります。

再任取締役候補者再 任 新任取締役候補者新 任 社外取締役候補者社 外 独立役員候補者独 立

取締役８名選任の件│ 第2号 議 案 │ ■構成比率

6

2

女性

7

1
2

4

2

4

3

1

ジェンダー

男性

国籍

日本

外国

年代

50代

60代

70代

在任年数

0～3年

8年以上

4～7年

２. 当社は、保険会社と役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該契約の内容の概要は電子提供措置事項「Ⅴその他

アサヒグループの状況　８ 会社役員の状況（５）役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。候補者のうち再任

の各氏については、すでに当該契約の被保険者であり、各氏の再任が承認された場合、引き続き被保険者となります。また、

新任の松永真理氏については、同氏の選任が承認された場合、被保険者となる予定です。なお、当社は当該契約を任期途中に

同様の内容で更新することを予定しております。

意思決定スキル 監督スキル

長期戦略 グローバル サステナビリティ 非連続成長
シニア

リーダーシップ
財務

リスク ・
ガバナンス

人材 ・ 文化

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
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スキル 定義

意
思
決
定
ス
キ
ル

長期戦略
・ 長期あるいは超長期の社会の変化を洞察するスキル

・洞察した将来をバックキャストして戦略に導くスキル

グローバル
・ グローバルの視点 ・視座で意思決定を行うスキル

・ローカルとグローバルを融合し最適化するスキル

サステナビリティ
・ 事業を通じた社会インパクト創出をリードするスキル

・ ESGの知識と見識に基づき経営を方向付けるスキル

非連続成長
・ 事業構造や稼ぐモデルを変革するスキル

・ イノベーションを促し、 新規領域を探索するスキル

監
督
ス
キ
ル

シニアリーダーシップ
・ 的確な執行状況の把握と課題提起するスキル

・ リーダーシップチームの業務遂行を評価するスキル

財務
・ 業績 ・経営指標から経営状況を把握し課題提起するスキル

・資源配分の状況を把握し課題提起するスキル

リスク ・ ガバナンス
・ リスクコントロール状況を把握し課題提起するスキル

・執行ガバナンスの状況を把握し課題提起するスキル

人材 ・ 文化
・ 多様な人材の能力発揮の状況を評価するスキル

・企業文化の状況を把握し課題提起するスキル

取締役会スキルマトリックス

「取締役会スキルマトリックス」 は、 取締役会としての意思決定に必要なスキル及び業務執行の監督

に特に必要なスキルで構成しております。 当社の取締役会は、「取締役会スキルマトリックス」 に照らし、

当社が必要とする豊富な経験、 高い見識、 高度な専門性 ・能力を有する当社取締役に相応しい人物

により構成することとしております。

「取締役会スキルマトリックス」 に定める各スキルの定義は以下のとおりです。

なお、 「取締役会スキルマトリックス」 は各候補者の役割に照らして発揮が期待されるスキルを記載

しており、 各候補者が保有する全ての知見 ・経験を表すものではありません。
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 小路明善氏は、2007年に当社取締役に就任以来、アサヒビール株式会社代表取締役社長、

当社代表取締役社長兼COOを経て、2018年から代表取締役社長兼CEOを務め、当社の持続的

な成長と中長期の企業価値向上を推し進めてまいりました。当社取締役会長として取締役会

議長を務め、公正で開かれた取締役会運営の要となり、社外取締役の積極的な関与と意見 ・ 提言

を促すことに加え、社外取締役と社内取締役の間の実質的な対話を促す議事運営による当社

取締役会の実効性向上、中長期の企業価値向上の礎となる当社取締役会の持続可能な仕組み

づくりの中心的役割を果たすなどの実績を上げております。

 また、同氏は、長年にわたる当社経営者としての経験などを通じ、当社取締役に必要な見識 ・

専門性・能力を十分に有しており、特に、シニアリーダーシップ、財務、人材 ・文化に関する見識・

専門性、先見力 ・ バックキャスティング思考に裏付けされた長期戦略スキル、事業構造や稼ぐ

モデルを変革する非連続成長スキル、事業全体を俯瞰し継続的に発展させるサステナビリティ

スキルの発揮が期待できます。

 以上のことから、当社取締役会の意思決定 ・ 監督機能の実効性向上に向け、多様な見識 ・ 

専門性 ・ 能力をもった取締役会メンバーの一員として、当社取締役会の構成に欠かせない必要な

人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

生年月日　１９５１年１１月８日（満７１歳）

所有する当社の株式の数　１７，０００株

取締役在任年数　１６年

取締役会出席回数（２０２２年度）　１２回／１２回

小
こ う

　 路
じ

　 明
あ き

　 善
よ し

再　任

候補者番号

1

取締役候補者とした理由

■地位　取締役会長兼取締役会議長

■略歴

■重要な兼職の状況

 株式会社帝国ホテル社外取締役

■候補者と当社との間の特別の利害関係について

 小路明善氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

１９７５年４月当社入社

２００１年９月当社執行役員

２００３年３月アサヒ飲料株式会社常務取締役

企画本部長

２００６年３月同社専務取締役企画本部長

２００７年３月当社常務取締役兼常務執行役員

２０１１年７月当社取締役兼アサヒビール

株式会社代表取締役社長

２０１６年３月当社代表取締役社長兼ＣＯＯ

２０１８年３月当社代表取締役社長兼ＣＥＯ

２０２１年３月当社取締役会長兼取締役会議長

（現在に至る）
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勝
か つ

　 木
き

　 敦
あ つ

　 志
し

生年月日　１９６０年３月１７日（満６３歳）

所有する当社の株式の数　２，７９８株

取締役在任年数　６年

取締役会出席回数（２０２２年度）　１２回／１２回

再　任

 勝木敦志氏は、2017年に当社取締役に就任以来、提携 ・ M&A、国内及び海外の多くの事業

を担当し、事業ポートフォリオの再構築を進めるなどの実績を上げてまいりました。当社代表

取締役社長兼CEOとして、メガトレンドをバックキャストした『中長期経営方針』に基づき、

ビールを中心とした既存事業の持続的な成長に加えて、その事業基盤を活かした周辺領域や

新規事業 ・ サービスの拡大に取り組みました。また、サステナビリティと経営の統合、ＤＸやＲ＆Ｄ

といったコア戦略の一層の強化により、持続的な成長と全てのステークホルダーとの共創による

企業価値向上を目指した取り組みを推進しました。

 また、同氏は、海外地域統括会社社長、当社取締役、CFOとしての経験などを通じ、当社

取締役に必要な見識 ・ 専門性 ・ 能力を十分に有しており、特に、長期戦略、サステナビリティ、

シニアリーダーシップ、財務に関する見識 ・ 専門性、M&Aに関する知識 ・ 経験に裏付けされた

非連続成長へのスキル、豊富な海外経験を活かしたグローバル視点での意思決定スキルの発揮が

期待できます。

 以上のことから、当社取締役会の意思決定 ・ 監督機能の実効性向上に向け、多様な見識 ・ 

専門性 ・ 能力をもった取締役会メンバーの一員として、当社取締役会の構成に欠かせない必要な

人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

候補者番号

2

■地位　代表取締役社長兼ＣＥＯ

■担当　経営全般

経営戦略、研究開発、コーポレート・コミュニケーション機能

■略歴

■候補者と当社との間の特別の利害関係について

 勝木敦志氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

１９８４年 ４月ニッカウヰスキー株式会社入社

２００２年 ９月当社転籍

２０１１年１０月 AsahiHoldings(Australia)

PtyLtd,ManagingDirector

２０１４年 ４月 AsahiHoldings(Australia)

PtyLtd,Director,GroupCEO

２０１６年 ３月 当社執行役員兼

AsahiHoldings(Australia)

PtyLtd,Director,GroupCEO

２０１７年３月 当社取締役兼執行役員

２０１８年３月 当社常務取締役兼

常務執行役員

２０１９年３月 当社常務取締役兼

常務執行役員ＣＦＯ

２０２０年３月 当社専務取締役兼

専務執行役員ＣＦＯ

２０２１年３月 当社代表取締役社長兼ＣＥＯ

（現在に至る）
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 谷村圭造氏は、2019年に当社取締役に就任以来、管理 ・ ガバナンス領域を担当し、当社グループ

の経営陣のサクセッション ・ プランの仕組みや人事 ・ 報酬ポリシー体系の構築を推進すると

ともに、ガバナンス担当として、取締役会の実効性向上に向けた運営基盤の強化を推進してまいり

ました。サステナビリティと経営の統合を進め、CO2削減などの環境対応をはじめ多くの実績に

つなげ、ESGに関する外部評価も大きく高めたほか、グループ共通の人事方針の策定やDE&I

（ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン）の取り組みなど、地域統括会社と連携し、従業員

エンゲージメントでも高いスコアを得るなどの実績を上げております。

 また、同氏は、海外地域統括会社取締役を含む複数会社での豊富な経験を通じ、当社取締役に

必要な見識 ・ 専門性 ・ 能力を十分に有しており、特に、DE＆IやESGの先の流れを読み解き、

グローバル視点での人材 ・ 文化及び多様で異なる文化を包含する力を活かしたサステナビリティ

スキル、ガバナンスの見識・専門性をベースとしたリスク・ガバナンススキルの発揮が期待できます。

 以上のことから、当社取締役会の意思決定 ・ 監督機能の実効性向上に向け、多様な見識 ・ 

専門性 ・ 能力をもった取締役会メンバーの一員として、当社取締役会の構成に欠かせない必要な

人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

生年月日　１９６５年８月１１日（満５７歳）

所有する当社の株式の数　５，１２３株

取締役在任年数　４年

取締役会出席回数（２０２2年度）　１２回／１２回

谷
た に

　 村
む ら

　 圭
け い

　 造
ぞ う

再　任

候補者番号

3

取締役候補者とした理由

■地位　取締役兼執行役員CHRO(ChiefHumanResourcesOfficer)

■担当　人事・法務・リスク・総務・監査・サステナビリティ機能

■略歴

■候補者と当社との間の特別の利害関係について

 谷村圭造氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

１９８９年４月当社入社

２０１６年４月当社理事人事部門

ゼネラルマネジャー

２０１７年３月当社執行役員人事部門

ゼネラルマネジャー

２０１８年９月当社執行役員グローカルタレント

マネジメント担当

２０１９年３月当社取締役兼執行役員

２０２０年３月当社取締役兼執行役員CHRO

（現在に至る）
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﨑
さ き

　 田
た

　　 薫
かおる

生年月日　１９６６年３月３日（満５７歳）

所有する当社の株式の数　３３９株

取締役在任年数　１年

取締役会出席回数（２０２２年度）　９回／９回

 﨑田薫氏は、2022年に取締役に就任以来、財務、調達、IT領域を担当し、CFOとして、

グローバルなキャッシュマネジメント体制の最適化及び金融債務削減による財務健全性の改善に

貢献したほか、調達体制の強化を主導し、また、DX戦略における３領域（プロセス、組織、ビジネス

モデル）のイノベーションの具体化を推進するなどの実績を上げております。

 また、同氏は、当社グループでの財務、経営企画、海外地域統括会社COOなどに従事した豊富な

経験や、高い専門性とグローバル経営の知見を活かして当社の成長に重要な役割を果たす

など、当社取締役に必要な見識 ・ 専門性 ・ 能力を十分に有しており、特に長期戦略視点及び

財務 ・ 調達に関する見識 ・ 専門性、提携 ・ M＆Aに関する豊富な経験に裏打ちされた非連続成長

スキル、豊富な海外での経験を活かしたグローバル視点での意思決定スキルの発揮が期待できます。

 以上のことから、当社取締役会の意思決定 ・ 監督機能の実効性向上に向け、多様な見識 ・ 

専門性 ・ 能力をもった取締役会メンバーの一員として、当社取締役会の構成に欠かせない必要な

人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

■地位　取締役兼執行役員CFO(ChiefFinancialOfficer)

■担当　財務、調達、IT機能

■略歴

■候補者と当社との間の特別の利害関係について

 﨑田薫氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

１９８８年４月当社入社

２０１６年４月当社理事調達部門

ゼネラルマネジャー

２０１８年３月当社執行役員調達部門

ゼネラルマネジャー

２０２０年４月当社執行役員

HeadofProcurement

２０２２年３月当社取締役兼執行役員ＣＦＯ

（現在に至る）

再　任

候補者番号

4

（注） 﨑田薫氏は、 ２０２２年３月２５日開催の第９８回定時株主総会におきまして新たに取締役に選任されたため、 上記取締役

会の開催回数が他の取締役候補者と異なっております。
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 クリスティーナ ・ アメージャン氏は、2019年に当社社外取締役に就任以来、大学教授及び

リスク ・ ガバナンスや人材 ・ 文化の専門家の視点と他社社外役員の経験に基づき、ESGや

サステナビリティ、グローバルの観点から取締役会の実質的かつ適切な監督に貢献する発言、

活動を行っております。

 また、報酬委員会委員長として、取締役会の監督機能充実のため、公正で透明な委員会運営を

主導し、中期賞与の社会的価値指標の設定、賞与支給案などを取締役会に答申しております。

加えて、指名委員会委員としては、取締役会スキルマトリックス、CEOサクセッション ・ プランの

監督等について、具体的な意見 ・ 提言を行っております。同氏の経験と見識に裏付けられた

サステナビリティ、グローバル、リスク ・ ガバナンス、人材 ・ 文化スキルの発揮が期待できます。

 以上のことから、当社取締役会の意思決定 ・ 監督機能の実効性向上に向け、主に、グローバル

な組織文化などの専門家の視点での監督機能を担う、当社取締役会の構成に欠かせない必要な

人材と判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

■地位　社外取締役

■候補者と当社との間の特別の利害関係について

 クリスティーナ・アメージャン氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

■略歴 １９９５年 １月 コロンビア大学ビジネススクール

助教授

２００１年１０月 一橋大学大学院国際企業戦略

研究科助教授

２００４年 １月 同大学大学院国際企業戦略

研究科教授

２０１０年 ４月 同大学大学院国際企業戦略

研究科研究科長

２０１２年４月 同大学大学院商学研究科教授

２０１８年４月 同大学大学院経営管理研究科

教授

２０１９年３月 当社社外取締役

（現在に至る）

２０２２年４月 立教大学経営学部国際経営学科

特任教授

（現在に至る）

■重要な兼職の状況

 立教大学経営学部国際経営学科特任教授

 住友電気工業株式会社社外取締役、日本電気株式会社社外取締役、日本特殊陶業株式会社社外取締役

■独立性について

 当社グループはクリスティーナ・アメージャン氏及び同氏の兼職先との間に取引関係はなく、当社が定める

独立性を客観的に判断する「社外取締役及び社外監査役の独立性の基準」に該当する事由はないことから、

一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断しております。また、東京証券

取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

■責任限定契約について

 当社は、クリスティーナ・アメージャン氏との間に、社外取締役としてその期待される役割を十分に発揮でき

るように、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償

責任限度額は、2,000万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。同氏の選任が

承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

生年月日　１９５９年３月５日（満６４歳）

所有する当社の株式の数　－株

取締役在任年数　４年

取締役会出席回数（２０２２年度）　１２回／１２回

クリスティーナ ・アメージャン
候補者番号

5

社外取締役候補者とした理由

社外取締役

再　任

独立役員

20



 佐々江賢一郎氏は、2022年に当社社外取締役に就任以来、国際政治 ・ 経済に関する豊富な

知識 ・ 経験と他社社外役員の経験に基づき、地政学リスクや国際情勢の観点から、グローバルで

の事業執行について、取締役会の実質的かつ適切な監督に貢献する発言、活動を行っております。

 また、指名委員会委員長として、取締役会の監督機能充実のため、公正で透明な委員会運営を

主導し、取締役会スキルマトリックス、CEOサクセッション ・ プランの監督、役員人事案などを

取締役会に答申しております。加えて、報酬委員会委員としては、中期賞与の社会的価値指標

の設定、賞与支給案などの答申について、具体的な意見 ・ 提言を行っております。同氏の経験

と見識に裏付けられた長期戦略、グローバル、シニアリーダーシップ、リスク ・ ガバナンススキル

の発揮が期待できます。

 以上のことから、当社取締役会の意思決定 ・ 監督機能の実効性向上に向け、多様な見識 ・ 

専門性 ・ 能力をもった取締役会メンバーの一員として、当社取締役会の構成に欠かせない必要な

人材と判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

生年月日　１９５１年９月２５日（満７１歳）

所有する当社の株式の数　－株

取締役在任年数　１年

取締役会出席回数（２０２２年度）　９回／９回

佐
さ さ

々江
え

　賢
け ん

一
い ち ろ う

郎
候補者番号

6

■地位　社外取締役

■略歴

■重要な兼職の状況

 公益財団法人日本国際問題研究所理事長

 セーレン株式会社社外取締役、三菱自動車工業株式会社社外取締役、富士通株式会社社外取締役

１９７４年４月外務省入省

２００２年３月経済局長

２００５年１月アジア大洋州局長

２００８年１月外務審議官

２０１０年８月外務事務次官

２０１２年９月在アメリカ合衆国駐箚特命全権大使

２０１８年 ６月公益財団法人日本国際問題

 研究所理事長兼所長

２０２０年１２月同法人理事長

 （現在に至る）

２０２２年 ３月当社社外取締役

 （現在に至る）

社外取締役

再　任

独立役員

■候補者と当社との間の特別の利害関係について

 佐々江賢一郎氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

■独立性について

 当社グループは佐々江賢一郎氏の兼職先である公益財団法人日本国際問題研究所との間に取引があり

ますが、取引額は当社及び対象法人の連結売上収益又は経常収益の１％未満と僅少であるため、当社が

定める独立性を客観的に判断する「社外取締役及び社外監査役の独立性の基準」により、一般株主と利益

相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断しております。また、東京証券取引所が定める

独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

■責任限定契約について

 当社は、佐々江賢一郎氏との間に、社外取締役としてその期待される役割を十分に発揮できるように、会社

法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、

2,000万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。同氏の選任が承認された

場合には、当該契約を継続する予定であります。

社外取締役候補者とした理由

（注） 佐々江賢一郎氏は、 ２０２２年３月２５日開催の第９８回定時株主総会におきまして新たに取締役に選任されたため、 上記

取締役会の開催回数が他の取締役候補者と異なっております。
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大
お お

　 橋
は し

　 徹
て つ

　 二
じ

生年月日　１９５４年３月２３日（満６９歳）

所有する当社の株式の数　－株

取締役在任年数　１年

取締役会出席回数（２０２２年度）　９回／９回

 大橋徹二氏は、2022年に当社社外取締役に就任以来、グローバル企業の経営者の視点と

他社社外役員の経験に基づき、グループガバナンス、グローバルでの事業執行について本質を

捉えた質問と問題提起を行うなど、取締役会の実質的かつ適切な監督に貢献する発言、活動を

行っております。

 また、指名委員会委員として、取締役会スキルマトリックス、CEOサクセッション ・ プランの

監督、役員人事案などについて具体的な意見 ・ 提言を行っております。加えて、報酬委員会委員

として、中期賞与の社会的価値指標の設定、賞与支給案などの答申について、具体的な意見 ・ 提言

を行っております。同氏の経験と見識に裏付けられた長期戦略、グローバル、非連続成長、シニア

リーダーシップ、財務スキルの発揮が期待できます。

 以上のことから、当社取締役会の意思決定 ・ 監督機能の実効性向上に向け、多様な見識 ・ 

専門性 ・ 能力をもった取締役会メンバーの一員として、当社取締役会の構成に欠かせない必要な

人材と判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

候補者番号

7 社外取締役

再　任

独立役員

■地位　社外取締役

■略歴

■重要な兼職の状況

 株式会社小松製作所取締役会長

 ヤマハ発動機株式会社社外取締役、株式会社野村総合研究所社外取締役

■候補者と当社との間の特別の利害関係について

 大橋徹二氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

■独立性について

 当社グループは大橋徹二氏及び同氏の兼職先との間に取引関係はなく、当社が定める独立性を客観的に

判断する「社外取締役及び社外監査役の独立性の基準」に該当する事由はないことから、一般株主と利益

相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断しております。また、東京証券取引所が定める

独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

■責任限定契約について

 当社は、大橋徹二氏との間に、社外取締役としてその期待される役割を十分に発揮できるように、会社法

第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、2,000

万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。同氏の選任が承認された場合には、

当該契約を継続する予定であります。

１９７７年４月株式会社小松製作所入社

２００４年１月コマツアメリカ株式会社社長兼

ＣＯＯ

２００７年４月株式会社小松製作所執行役員

２００８年４月同社常務執行役員

２００９年６月同社取締役兼常務執行役員

２０１２年４月同社取締役兼専務執行役員

２０１３年４月同社代表取締役社長兼ＣＥＯ

２０１９年４月同社代表取締役会長

２０２２年３月当社社外取締役

（現在に至る）

２０２２年４月株式会社小松製作所取締役会長

（現在に至る）

社外取締役候補者とした理由

（注） 大橋徹二氏は、 ２０２２年３月２５日開催の第９８回定時株主総会におきまして新たに取締役に選任されたため、 上記取締

役会の開催回数が他の取締役候補者と異なっております。

22



 松永真理氏は、株式会社日本リクルートセンター（現株式会社リクルートホールディングス）に

て雑誌「就職ジャーナル」、「とらばーゆ」の編集長を経て、エヌ ・ ティ ・ ティ移動通信網株式会社

（現株式会社NTTドコモ）ゲートウェイビジネス部企画室長に就任し、iモード向けコンテンツ開発

を行うなど、新規ビジネスモデルの構築、他社社外役員の経験に基づくシニアリーダーシップ、

リスク ・ ガバナンス、人材 ・ 文化スキル等、当社取締役に必要な見識 ・ 専門性 ・ 能力を十分に有し

ております。

 特に同氏には、社外取締役として、新サービスや開発に携わった経験から非連続成長スキルを

高いレベルで有しているため、オープンイノベーションの促進などの観点から経営上の課題への

指摘や提言を積極的に行うとともに、現代社会の文化や生活に関する豊富な知識と幅広い見識

より取締役会での積極的な意見 ・ 提言を行うことが期待できます。

 以上のことから、当社取締役会の意思決定 ・ 監督機能の実効性向上に向け、多様な見識 ・ 

専門性 ・ 能力をもった取締役会メンバーの一員として、当社取締役会の構成に必要な人材と

判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。

生年月日　１９５４年１１月１３日（満６８歳）

所有する当社の株式の数　－株

松
ま つ

　 永
な が

　 真
ま

　 理
り候補者番号

8

■略歴

■重要な兼職の状況

 松永真理事務所代表

 セイコーエプソン株式会社社外取締役

１９７７年４月株式会社日本リクルートセンター

（現株式会社リクルートホール

ディングス）入社

１９８６年７月同社「就職ジャーナル」編集長

１９８８年７月同社「とらばーゆ」編集長

１９９７年７月エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社

（現株式会社ＮＴＴドコモ）

ゲートウェイビジネス部企画室長

２０００年４月松永真理事務所代表

（現在に至る）

社外取締役

新　任

独立役員

■候補者と当社との間の特別の利害関係について

 松永真理氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

■独立性について

 当社グループは松永真理氏及び同氏の兼職先との間に取引関係はなく、当社が定める独立性を客観的に

判断する「社外取締役及び社外監査役の独立性の基準」に該当する事由はないことから、一般株主と利益

相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断しております。また、東京証券取引所が定める

独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

■責任限定契約について

 松永真理氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で社外取締役としてその期待される役割を十分

に発揮できるように、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を新たに締結する予定であります。

当該契約に基づく賠償責任限度額は、2,000万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額

となります。

社外取締役候補者とした理由
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本定時株主総会終結の時をもって、 監査役奥田好秀及び早稲田祐美子の両氏が任期満了となり

ますので、 監査役２名を選任することをお願いいたしたいと存じます。

当社は、 監査役会を、 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献するために求めら

れる、 監査役会全体としての知識・経験・能力及び多様性をバランス良く確保し、 かつ当社のグループ

理念 「AsahiGroupPhilosophy」 やアサヒグループ行動規範、 経営戦略から導いた役員の

要件に照らして相応しい人物により構成することとしております。 監査役には、 適正な経験 ・ 能力

及び高度な財務・会計もしくは法務に関する知識を有する者を選任することとしており、特に財務・

会計に関する相当程度の知見を有している者を１名以上選任することとしております。 また、 監査役

のうち３名は当社の定める独立役員の要件を満たす社外監査役とすることとしており、 その分野に

おける豊富な経験と幅広い見識を有する、 企業会計に関する専門家、 弁護士及び企業経営経験者

を選任することとしております。

なお、 本議案の提出につきましては、 あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、 次ページ以降に記載のとおりであります。

■ ［ご参考］ 本議案が原案どおり承認可決された場合の監査役会の構成

監査役2名選任の件│ 第3号 議 案 │

（注） １ .地位及び年齢は本定時株主総会時のものであり、在任年数は本定時株主総会終結時のものであります。

２.当社は、保険会社と役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該契約の内容の概要は電子提供措置事項

「Ⅴその他アサヒグループの状況　８会社役員の状況（５）役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。

新任の福田行孝及び田中早苗の両氏については、両氏の選任が承認された場合、被保険者となる予定です。なお、

当社は当該契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

新任監査役候補者新 任 社外監査役（候補者）社 外 独立役員（候補者）独 立

■構成比率

女性3

2

4

1
2

1

2

5

ジェンダー

男性

国籍

日本

外国

年代

50代

60代

70代

在任年数

0～4年

5年以上

氏　名 地　位 在任年数 知識 ・ 経験 ・ 能力

西
に し

中
な か

　 直
な お

子
こ

常勤監査役 3年

・ 当社事業の知識 ・ 経験

・ サプライチェーン、 品質

保証に関する専門性

社 外

独 立 川
か わ

上
か み

　 　 豊
ゆたか


社外監査役

（独立役員）
6年

・ 公認会計士としての知識・

経験

・ 財務 ・会計に関する専門性

社 外

独 立 大
おお

八
や

木
ぎ

  成
し げ

男
お 社外監査役

（独立役員）
１年

・ 企業経営経験者としての

知識 ・ 経験

・ グローバル企業の経営 ・

監督に関する専門性

監
査
役
候
補
者

新 任 福
ふ く

田
だ

　 行
ゆ き

孝
た か

－ －
・ 当社事業の知識 ・ 経験

・ 財務 ・会計に関する専門性

監
査
役
候
補
者

新 任

社 外

独 立
田

た

中
な か

　 早
さ

苗
な え

－ －
・ 弁護士としての知識・経験

・ 企業法務に関する専門性
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福
ふ く

田
だ

行
ゆ き

孝
た か

生年月日　１９６３年５月２０日（満５９歳）

所有する当社の株式の数　１，１４７株

 福田行孝氏は、当社グループにおいて、当社執行役員財務部門ゼネラルマネジャー、アサヒ

プロマネジメント株式会社代表取締役社長、アサヒグループジャパン株式会社監査役として

財務 ・ 会計業務のほか、マネジメント経験を豊富に持ち合わせております。

 同氏は、当社監査役に必要な財務 ・ 会計に関する高い専門性、コンプライアンスやリスク

マネジメント、内部監査に関する高い見識、酒類事業をはじめとする当社事業の豊富な知識などを

有しており、内部統制システムをはじめとする当社取締役の職務の執行を適切に監査する役割を

果たすことが期待できます。

 以上のことから、当社が持続的な成長と中長期の企業価値向上を目指すにあたり、当社監査

役会の機能強化に必要な人材であると判断し、新たに監査役候補者といたしました。

監査役候補者とした理由

■略歴

■候補者と当社との間の特別の利害関係について

 福田行孝氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

１９８６年 ４月東洋エンジニアリング株式会社

入社

２００１年１０月当社入社

２０１２年 ９月当社財務部門

ゼネラルマネジャー

２０１５年 ３月当社執行役員財務部門

ゼネラルマネジャー

２０１７年３月アサヒプロマネジメント株式会社

代表取締役社長

２０２２年３月アサヒグループジャパン株式会社

監査役

（現在に至る）

新　任

候補者番号

1

（注） 福田行孝氏は、 ２０２３年３月28日付で、 アサヒグループジャパン株式会社監査役を辞任により退任する予定であります。

25



田
た

中
な か

早
さ

苗
な え

生年月日　１９６２年７月１５日（満６０歳）

所有する当社の株式の数　１，１00株

 田中早苗氏は、弁護士としての長年の活動を通じ、当社監査役に必要な企業法務に関する

専門的な知識、法令等の観点から経営を監査できる高い見識を有しております。

 同氏には、社外監査役として、弁護士としての豊富な知識 ・ 経験を基に、客観的な立場から

取締役会及び監査役会での、積極的な意見 ・ 提言を行うこと並びに国内グループ会社の監査状況

や海外グループ会社の監査委員会の活動をレビューすることなどにより、内部統制システムを

はじめとする当社取締役の職務の執行を適切に監査する役割を果たすことが期待できます。

 以上のことから、当社が持続的な成長と中長期の企業価値向上を目指すにあたり、当社監査

役会の機能強化に必要な人材であると判断し、新たに社外監査役候補者といたしました。

社外監査役候補者とした理由

■略歴

■重要な兼職の状況

 田中早苗法律事務所代表

 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役、株式会社パイロットコーポレーション社外取締役、

 松竹株式会社社外取締役

■候補者と当社との間の特別の利害関係について

 田中早苗氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

■独立性について

 当社グループは田中早苗氏及び同氏の兼職先との間に取引関係はなく、当社が定める独立性を客観的に

判断する「社外取締役及び社外監査役の独立性の基準」に該当する事由はないことから、一般株主と利益

相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断しております。また、東京証券取引所が定める

独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。

■責任限定契約について

 田中早苗氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で社外監査役としてその期待される役割を十分

に発揮できるように、会社法第４２３条第１項の賠償責任を限定する契約を新たに締結する予定であります。

当該契約に基づく賠償責任限度額は、2,000万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額

となります。

１９８９年４月弁護士登録

１９９１年９月 田中早苗法律事務所代表

（現在に至る）

社外監査役

新　任

独立役員

候補者番号

2
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　当社は、 社外取締役及び社外監査役 （以下 「社外役員」 という。） の独立性を客観的に判断するため、

以下のとおり社外役員の独立性の基準を定め、 社外役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、

当社にとって十分な独立性を有していないとみなす。

１．  当社及び当社の子会社 （以下、 総称して 「当社グループ」 という。） の業務執行者※１又は過去において

業務執行者であった者

２． 当社グループを主要な取引先とする者※２ （当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者）

３． 当社グループの主要な取引先である者※３ （当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者）

４．  当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※４を得ているコンサルタント、 公認会計士

等の会計専門家又は弁護士等の法律専門家 （当該財産を得ている者が法人、 組合等の団体である

場合は、 当該団体に所属する者）

５．  当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

６．  当社グループの主要株主※５ （当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者）

７．  当社グループが主要株主である法人の業務執行者

８．  社外役員の相互就任の関係※６にある他の会社の業務執行者

９．  当社グループから多額の寄附※７を受けている者 （当該寄附を受けている者が法人、 組合等の団体で

ある場合には、 当該団体の業務執行者）

10． 上記第１項から第９項までのいずれかに該当する者 （第１項を除き、 重要な者※８に限る。） の近親者※９

11． 過去10年間において、 上記第２項から第10項までのいずれかに該当していた者

12． 当社が定める社外役員としての在任年数※10を超える者

13． 前各項の定めにかかわらず、 一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が

認められる者

※１ 業務執行者とは、 会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、 業務執行取締役のみならず

使用人を含むが、 監査役は含まれない。

※２当社グループを主要な取引先とする者とは、 直近事業年度における取引額が、 当該事業年度における当該取引

先グループの連結売上高の２％以上の者をいう。

※３当社グループの主要な取引先である者とは、 直近事業年度における取引額が、 当社の連結売上収益の２％以上

の者又は直近事業年度末における当社の連結資産合計の２％以上の額を当社グループに融資している者をいう。

※４多額の金銭その他の財産とは、 直近事業年度における、 役員報酬以外の年間1,000万円以上の金銭その他の

財産上の利益をいう （当該財産を得ている者が法人、 組合等の団体である場合は、 当該団体の直近事業年度に

おける総収入額の２％以上の金銭その他の財産上の利益をいう。）。

※５主要株主とは、 総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又は保有する法人をいう。

※６社外役員の相互就任の関係とは、 当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、 かつ、 当該他の

会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。

※７多額の寄附とは、 直近事業年度における、 年間1,000万円以上の寄附をいう。

※８重要な者とは、 取締役 （社外取締役を除く。）、 執行役、 執行役員及び部長職以上の業務執行者並びに監査法人

又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、 弁護士法人又は法律事務所に所属する者のうち弁護士、 財団

法人 ・ 社団法人 ・ 学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員及び理事等の役員、 その他同等の重要性を

持つと客観的 ・合理的に判断される者をいう。

※９近親者とは、 配偶者及び二親等内の親族をいう。

※10当社が定める社外役員としての在任年数とは、 取締役は10年、 監査役は12年をいう。

以　上

（ご参考） 「社外取締役及び社外監査役の独立性の基準」 について
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